
 

福祉厚生常任委員会審査日程 

 

招集日時：令和８年３月９日（月曜日）午前１０時 

場　　所：議事堂大会議室 

 

 

 

１．開議 

 

 

２．議案審査 

 

 

３．付託議案外質疑 

 

 

４．市長提出議案の討論・採決 

 

 

５．閉会中の所管事務調査について（委員のみ） 

 

 

６．その他（委員のみ） 

 

 

７．散会 

 

 
※審査は議案番号順に行いますが、審査状況により変更となる場合があります。 
※議案質疑・付託議案外質疑に関係する原則課長補佐職以上のみ、かつ、自己の所管業務に関する部分に限

ってのみの出席でお願いします。 

※議案第１２号の質疑と付託議案外質疑は、事前に通告することになっています。

 議案番号 件　　　　　　　　　　名 備　考
 議案第　７号 取手市介護保険条例の一部を改正する条例について

一括議題  議案第　８号 取手市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について
 議案第　９号 取手市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例について
 議案第１２号 令和７年度取手市一般会計補正予算（第９号）（所管事項）
 議案第１４号 令和７年度取手市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）

一括議題  議案第１５号 令和７年度取手市介護保険特別会計補正予算（第４号）
 議案第１９号 令和８年度取手市国民健康保険事業特別会計予算
 議案第２０号 令和８年度取手市後期高齢者医療特別会計予算
 議案第２１号 令和８年度取手市介護保険特別会計予算



福祉厚生常任委員会 

「議案第１２号」質疑事前通告一覧表 

 

令和８年第１回定例会 

 
 

 
議案番号及び

議案名
質疑順位 質疑者 質疑事項 質疑要旨

議案書の 

掲載ページ

 
議案第１２号 

令和７年度取

手市一般会計

補正予算（第９

号）（所管事項）

１ 加 増 充 子 

委 員

最高裁判決等を踏まえ

た保護費等の追加給付

事務に要する経費につ

いて

１　具体的な内容 

２　いつまでかかるのか 

３　追加給付はいつ頃から開始するか

議案書P16

 
２ 落合信太郎 

委 員

民間保育園運営に要す

る経費について

１　保育体制強化事業補助金 

２　地域住民や子育て経験者、見守り人員確保や待遇

議案書P15



令和８年度　国民健康保険事業特別会計予算（構成割合）

【歳入】
款 金額（千円） 割合

国民健康保険税 1,626,942 17.17%
使用料及び手数料 1,200 0.01%
国庫支出金 1 0.00%
県支出金 6,758,258 71.31%
財産収入 12,048 0.13%
繰入金 1,038,234 10.95%
繰越金 1 0.00%
諸収入 40,813 0.43%
歳入合計 9,477,497 100.00%

【歳出】
款 金額（千円） 割合

総務費(給与費以外) 98,307 1.04%
保険給付費 6,478,625 68.36%
国保事業費納付金 2,324,495 24.53%
保険事業費 220,403 2.32%
基金積立金 172,743 1.82%
諸支出金 16,224 0.17%
予備費 5,000 0.05%
総務費(職員給与) 161,700 1.71%
歳出合計 9,477,497 100.00%

国民健康保険税

使用料及
び手数料

国庫支出金

県支出金

財産収入 繰入金

繰越金 諸収入

総務費(給
与費以外)

保険給付費

国保事業費納付金

保険事業費
基金積立金 諸支出金 予備費 総務費(職員給与)



【歳入】
金額(千円) 割合

後期高齢者医療保険料 2,335,311 52.47%

使用料及び手数料 216 0.00%

一般会計繰入金 2,111,228 47.43%

前年度繰越金 600 0.01%

諸収入 3,740 0.08%

合計 4,451,095 100.00%

金額(千円) 割合

総務費(職員等給与以外) 212,307 4.77%

総務費(職員等給与) 55,700 1.25%

後期高齢者医療広域連合納付金 4,178,788 93.88%

諸支出金 3,800 0.09%

予備費 500 0.01%

合計 4,451,095 100.00%

令和８年度後期高齢者医療特別会計予算

   【歳出】

後期高齢者医療保険料

使用料及び手数料

一般会計繰入金

前年度繰越金 諸収入

総務費(職員等給与以
外)
総務費(職員等給与)

後期高齢者医療広域連合納付金

諸支出金
予備費



令和8年度介護保険特別会計予算
高齢福祉課

（単位：円）

予算額 予算額

介護保険料 2,125,867,000 総務費 235,170,000

手数料 220,000 介護サービス等諸費 8,655,408,000

介護給付費負担金(国庫)
居宅サービス費×20％
施設サービス費×15％

1,687,229,000 介護予防サービス等諸費 228,641,000

介護予防・日常生活支援総合事業交付
金(国庫)

介護予防・日常生活支援総合事業
費×20％

50,468,000 審査支払手数料(介護給付) 9,029,000

介護予防・日常生活支援総合事業以外
の地域支援事業交付金(国庫)

包括的支援事業費・任意事業費×
38.5％

85,484,000 高額介護サービス等費 227,694,000

財政調整交付金 国庫補助金 207,000,000 高額医療合算介護サービス等費 37,644,000

保険者機能強化推進交付金 国庫補助金 10,754,000 特定入所者介護サービス等費 186,297,000

介護保険保険者努力支援交付金 国庫補助金 18,000,000 介護予防生活支援サービス事業費 238,593,000

介護給付費交付金(支払基金) 介護給付費×27％ 2,523,073,000 一般介護予防事業費 15,389,000

地域支援事業支援交付金(支払基金)
介護予防・日常生活支援総合事業
費×27％

68,134,000 包括的支援事業費・任意事業費 242,109,000

介護給付費負担金(県費)
居宅サービス費×12.5％
施設サービス費×17.5％

1,349,801,000 審査支払手数料(総合事業) 821,000

財政安定化基金貸付金 1,000 基金積立金 2,164,000

介護予防・日常生活支援総合事業交付
金(県費)

介護予防・日常生活支援総合事業
費×12.5％

31,541,000 諸支出金 79,364,000

介護予防・日常生活支援総合事業以外
の地域支援事業交付金(県費)

包括的支援事業費・任意事業費×
19.25％

42,742,000 予備費 20,000,000

財産収入 2,164,000

介護給付費一般会計繰入金 介護給付費×12.5％ 1,168,089,000

介護予防・日常生活支援総合事業一般
会計繰入金

介護予防・日常生活支援総合事業
費×12.5％

33,999,000

介護予防・日常生活支援総合事業以外
の地域支援事業一般会計繰入金

包括的支援・任意事業費×19.25％　
事務費(補助対象外)×100％

62,776,000

総務費に係る一般会計繰入金 総務費(事務費・人件費)×100％ 234,735,000

低所得者保険料軽減繰入金 88,493,000

介護給付費準備基金繰入金 355,810,000

繰越金 28,610,000

諸収入 3,333,000

合 計 10,178,323,000 合 計 10,178,323,000

歳 入 歳 出

介護保険料

手数料

介護給付費負担金

(国庫)

介護予防・日常生活支援

総合事業交付金(国庫)

介護予防・日常生活支援

総合事業以外の地域支

援事業交付金(国庫)

財政調整交付金保険者機能強化推進交付金

介護保険保険者努力支援交付金

介護給付費交付金

（支払基金）

地域支援事業支援交付金

（支払基金）

介護給付費負担金（県費）

財政安定化

基金貸付金

介護予防・日常

生活支援総合事

業交付金(県費)

介護予防・日常生活支援

総合事業以外の地域支援

事業交付金（県費）

財産収入

介護給付費

一般会計繰入金

介護予防・日常生活支援

総合事業一般会計繰入金

介護予防・日常生活支援

総合事業以外の地域支援

事業一般会計繰入金

総務費に係る

一般会計繰入金

低所得者保険料軽減繰入金

介護給付費準備基金繰入金

繰越金

諸収入

歳　入

総務費

介護サービス等諸費

介護予防サービス等諸費

審査支払手数料

(介護給付)

高額介護

サービス等費

高額医療合算

介護サービス等費 特定入所者介護

サービス等費

介護予防生活支援

サービス事業費

一般介護予防

事業費

包括的支援事業費・任意事業費

審査支払手数料(総合事業)
基金積立金

諸支出金

予備費

歳　出



 

福祉厚生常任委員会 

「付託議案外」質疑事前通告一覧表 

 

令和８年第１回定例会 
 

質疑

順位
質疑者 質疑事項 質疑要旨

 
１ 根岸裕美子 

委 員

介護保険制度改正検討の本

市への影響について

１　2027年改正に向け検討されている点３点につい

て、実施された場合の試算状況を伺う 

（１）利用者負担「２割負担」の対象拡大検討 

（２）ケアマネジメントの利用者負担の導入 

（３）要介護１・２の一部サービスを地域支援事業へ

移行

 
２ 落合信太郎 

委 員

庁内横断的な司令塔の機能

を担うこども部について

１　改めて、設置の目的や意義 

２　要保護児童対策地域協議会の構成、情報共有 

３　ヤングケアラーの掌握経路



令和８年３月９日　 
 
取手市議会議長 
　　山　野　井　　隆　様 
 

福祉厚生常任委員会　　　　　　  
委員長　杉　山　尊　宣　　　　  

 
 

閉会中の所管事務調査について 
 
　本委員会は、下記により所管事務について閉会中調査する必要があると認め、会議規則

第１０５条第１項及び第１１１条の規定により申し出ます。 
 

記 
 
１　事項 
（１）健康福祉部の所管に関する事項 
（２）こども部の所管に関する事項 
（３）所管の予算の執行状況について 
 
２　目的及び理由 
　所管する事務の調査を閉会中も継続して行うことにより、事務に関する理解を深め、市

政の向上を図るため。 
 
３　方法 
　事情の調査、資料の提供又は意見を求め、あるいは現地に出向いて資料収集の一環とし

て事情を視察する等の方法による。 
 
４　期間 
　令和９年第１回定例会まで


